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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 7月 13日 (2007.7.13)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 被 検 眼 か ら の 反 射 光 を 撮 像 す る 撮 像 手 段 と 、
　 前 記 被 検 眼 の 蛍 光 の 循 環 を 検 知 す る 検 知 手 段 と 、
　 前 記 撮 像 手 段 か ら の 映 像 信 号 を 増 幅 す る 増 幅 手 段 と 、
　 前 記 増 幅 手 段 の 増 幅 率 を 制 御 す る 増 幅 率 制 御 手 段 と 、
　 前 記 増 幅 率 制 御 手 段 は 、 前 記 検 知 手 段 の 出 力 に 応 じ て 、 増 幅 率 の 制 御 範 囲 を 決 定 す る こ
と を 特 徴 と す る 眼 科 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 検 知 手 段 は 、 被 検 者 へ の 蛍 光 の 静 注 を 開 始 し た と き か ら の 経 過 時 間 を 計 時 す る タ イ
マ ー で あ り 、
　 前 記 増 幅 率 制 御 手 段 は 、 前 記 タ イ マ ー の 計 時 開 始 か ら の 経 過 時 間 が 所 定 時 間 を 越 え て い
な い 場 合 に は 、 前 記 増 幅 手 段 の 増 幅 率 の 制 御 範 囲 の 上 限 値 を 最 大 値 よ り 低 い 値 に 設 定 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 眼 科 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 検 知 手 段 は 、 前 記 増 幅 手 段 か ら の 映 像 信 号 の 時 間 変 化 を 検 知 し 、
　 前 記 増 幅 率 制 御 手 段 は 、 前 記 増 幅 手 段 か ら の 映 像 信 号 の 時 間 変 化 が 予 め 定 め ら れ た 値 よ
り 大 き い 場 合 に は 、 前 記 増 幅 手 段 の 増 幅 率 の 制 御 範 囲 の 上 限 値 を 最 大 値 よ り 低 い 値 に 設 定
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 眼 科 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 被 検 眼 か ら の 反 射 光 を 撮 像 す る 撮 像 手 段 を 有 す る 眼 科 撮 影 装 置 に お い て 、
　 被 検 眼 を 照 明 す る 照 明 光 源 と 、
　 前 記 照 明 光 源 の 光 量 を 制 御 す る 光 源 制 御 手 段 と 、
　 前 記 被 検 眼 の 蛍 光 の 循 環 を 検 知 す る 検 知 手 段 と 、
　 光 源 制 御 手 段 は 、 前 記 検 知 手 段 の 出 力 に 応 じ て 照 明 光 源 の 光 量 の 制 御 範 囲 を 決 定 す る こ
と を 特 徴 と す る 眼 科 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 検 知 手 段 は 、 被 検 者 へ の 蛍 光 の 静 注 を 開 始 し た と き か ら の 経 過 時 間 を 計 時 す る タ イ
マ ー で あ り 、
　 前 記 光 源 制 御 手 段 は 、 前 記 タ イ マ ー の 計 時 開 始 か ら の 経 過 時 間 が 所 定 時 間 を 越 え た 場 合



に は 、 前 記 照 明 光 源 の 光 量 の 制 御 範 囲 の 上 限 値 を 最 大 値 よ り 低 い 値 に 設 定 す る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 眼 科 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 検 知 手 段 は 、 前 記 増 幅 手 段 か ら の 映 像 信 号 の 時 間 変 化 を 検 知 し 、
　 前 記 光 源 制 御 手 段 は 、 前 記 増 幅 手 段 か ら の 映 像 信 号 の 時 間 変 化 が 予 め 定 め ら れ た 値 の 範
囲 内 の 場 合 に は 、 前 記 照 明 光 源 の 光 量 の 制 御 範 囲 の 上 限 値 を 最 大 値 よ り 低 い 値 に 設 定 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 眼 科 撮 影 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め 、 本 発 明 の 眼 科 撮 影 装 置 は 、 被 検 眼 か ら の 反 射 光 を 撮 像 す る 撮
像 手 段 と 、 前 記 被 検 眼 の 蛍 光 の 循 環 を 検 知 す る 検 知 手 段 と 、 前 記 撮 像 手 段 か ら の 映 像 信 号
を 増 幅 す る 増 幅 手 段 と 、 前 記 増 幅 手 段 の 増 幅 率 を 制 御 す る 増 幅 率 制 御 手 段 と 、 前 記 増 幅 率
制 御 手 段 は 、 前 記 検 知 手 段 の 出 力 に 応 じ て 、 増 幅 率 の 制 御 範 囲 を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す
る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 被 検 眼 か ら の 反 射 光 を 撮 像 す る 撮 像 手 段 を 有 す る 眼 科 撮 影 装 置 に お い て 、 被 検 眼
を 照 明 す る 照 明 光 源 と 、 前 記 照 明 光 源 の 光 量 を 制 御 す る 光 源 制 御 手 段 と 、 前 記 被 検 眼 の 蛍
光 の 循 環 を 検 知 す る 検 知 手 段 と 、 光 源 制 御 手 段 は 、 前 記 検 知 手 段 の 出 力 に 応 じ て 照 明 光 源
の 光 量 の 制 御 範 囲 を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
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